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◆ 東京　三鷹で憲法共同センターを設立

改憲反対の多数派結集めざす
三鷹市の「憲法改悪に反対する三鷹共同センター」（略称：憲法三鷹共同センター）の設立総会が昨年末、三鷹市市民協働センターで開かれ、日本が海外で戦争する国にならないよう、市民の多数派結集をめざす改憲反対署名運動を推進することとし、「みんなで力を合わせ、憲法改悪に反対、憲法を守り生かしましょう」とのアピールを採択しました。

結成総会には革新懇、地区労、新婦人、平和委員会、年金者組合、地区協、生活と健康を守る会、子どもと教科書・教育・憲法を考える連絡会、民主青年同盟の各代表ら２２人が集い、日本共産党からは岩田康男、栗原けんじ三鷹市議が参加しました。三鷹革新懇が06年9月に呼びかけ、懇談会、準備会を経て設立に至りました。

総会では、池末彰郎弁護士が講演。来賓の平山和雄「憲法改悪に反対する東京共同センター」事務局長があいさつし、「改憲勢力は迂回して改憲を狙っている。攻勢的に運動をすすめる時代。総選挙が山場。改憲反対の世論を高めよう」と訴えました。

◆ 秋田　新年最初の『9の日行動』

　今日は今年最初の「9の日」行動日（通算96回目）。各団体から８人が参加し９０筆を集約しました。今年は、雪も少なく、比較的穏やかな年明けになりましたが、やはり寒に入ると冷え込みます。9日は時折強く雪が降り、冷え込みも厳しいものがありましたが、わざわざ手袋をはずしてチラシを受け取る人や、寒さをこらえて署名の順番待ちをされる方などが目立ちました。ニュースでは連日、新テロ特措法が成立の見込みといった報道が行われていましたが、県民の意識は『戦争反対』『憲法9条改悪反対』のほうが断然強いのを実感する行動となりました。

8日には新テロ特措法の廃案・イラクからの自衛隊の撤退を求め、二田孝治・寺田学各衆議院議員、鈴木陽悦・松浦大悟各参議院議員の地元事務所を訪問し、要請行動を行いました。それぞれ地元秘書が対応され、議員に伝えるとの回答がありました。この行動には、高教組、国民救援会、学習協、革新懇、平和委員会、県労連から各1名が参加しました。

◆ 東京 新宿駅の年初「９の日宣伝」に５１人

　１月９日（水）昼休み、憲法東京共同センターの今年初の「９の日宣伝」行動が新宿駅東口で取り組まれ、１７団体から５１人が参加しました。

「新テロ特措法を廃案にしましょう、衆院での再議決を許さないよう頑張りましょう！」（東京革新懇松元忠篤氏）。「国民は高い灯油を買えず我慢しています。私が往診に行っても寒い室内で我慢している患者さんも居ます。それなのにアメリカにはタダでインド洋で給油をしています。こんなことは許されません」（谷川智行氏）。「学校の書き初めで一番多い字は『希望』と『夢』という字です。子どもたちは希望と夢を持っているのに、いまの政治は子どもたちに夢と希望を与えているでしょうか。子どもたちが希望や夢が持てるように政治を変えていきましょう」（都教組中山伸氏）。「インド洋から帰ってきた自衛隊を再び戦場に送ることをやめさせましょう。国民の新テロ特措法廃案への声を大きくしていきましょう」（新婦人都本部上伸子氏）と各弁士が訴え、宣伝カー前では９条チラシとティッシュが配られ、署名を呼びかけました。

署名にきた年輩の女性は、「絶対九条は守っていかないと、それとテロも許せない」と署名し、「去年の参議院選挙後（政治が）変わってきていますねー」と言い去っていきました。もう１人の若い男性は、「新テロ特措法」に対する民主党と小沢党首の対応について「継続はダメ」と民主党の対応に不満を表明しました。憲法署名１５筆、テロ特措法署名は５筆が集まりました。

■江東区　「９の日宣伝」にのべ１７００人参加

江東では、改憲の動きが活発になった２年前から「憲法９条を守ろう」と区民要求実現江東大運動実行委員会（江東区労連・江東社保協・消費税廃止各界連）がよびかけて「９の日」宣伝を始め、現在までに３４回の行動を実施、毎回７駅～８駅で宣伝しています。毎回、憲法をめぐる最新の情勢を新聞などから抜き出して独自のビラを作成し、オリジナルの９条ティッシュ（すでに４万個作成）と合わせて配布しています。これまでにのべ１７００人以上が参加し、６万５千枚のチラシを配布しました。

また月一回、日曜日には繁華街で「９条を守る署名」も実施。つい先日は、「おかずロード」で知られる砂町銀座商店街で寒風の中５２名が参加して宣伝、３０２筆の署名を集めました。憲法への関心は高く、進んで署名板に向かう買物客も目立ちます。でも、まだまだ改憲勢力があきらめたわけではありません。憲法を守りぬくために、人口が増え続ける江東区で住民過半数署名という高い目標かかげ奮闘中です。（江東区労連・中村元）

◆大阪新婦人　知事選勝利「０８スタート集会」　
新婦人は、１月６日、谷六の社会福祉会館において、「梅田章二さんといっしょにつくろう元気な大阪、知事選勝利０８新婦人スタート集会」を開催。２５０人が参加し、憲法をまもるとりくみを強め、梅田知事誕生をめざそうと元気いっぱいに新春のスタートをきりました。中央の高田公子会長は、「年明けまもなく、たたかいに挑めることは、とてもしあわせなこと」と語り、「梅田知事誕生へ全力をあげよう」とよびかけました。１４日の成人式宣伝行動の予定は集約中ですが、６３の府下全支部でやろうと取組みをつよめています。

■ 大阪府　ピースチャレンジャー１号　憲法署名１００筆に挑戦！

憲法署名の府民過半数をめざし、「ピースチャレンジャー」に取組む大教組では、女性部役員全員が挑戦。最初に達成した鎌田信子さん（府高教）は、職員や生徒、生徒の父兄はもちろん、地域でなじみの業者などにも、「積極的に声をかけると、どんどん広がっていった」、「かつてない反応で、いま思い出しても胸が熱くなる」と語っています。声をかけると広がる輪を確信して、どんどんチャレンジしていきましょう。

■大阪憲法会議が憲法連続市民講座　準備中！

憲法会議と革新懇は４月から月１回（７月までの計４回）、土曜午後の予定で憲法連続市民講座を開催し、改憲への猛烈な巻き返しが予想される今だからこそ、腰を落ち着けて、情勢と改憲策動のねらいを学ぼうと呼びかけています。

連続講座の予定は、４月「立憲主義と憲法～憲法のめざす理想とちから」、５月「改憲の現状と９条～戦争国家化へ抵抗」、６月「格差・貧困と２５条～尊厳をもって生きる」、７月「平和への努力と憲法の再確認～世界に９条を」。
◆　長崎　新テロ特措法反対と結び緊急宣伝
「新テロ特措法」が参院で採決された１１日、県共同センターは長崎市内でただちに街頭から福田内閣への抗議を呼びかけたことろ各団体から１３人がかけつけ、建交労、民医連、共産党など４台の宣伝カーが集結。約２時間、「新テロ法は憲法違反であり米軍の戦争支援そのものです」「軍事力でテロはなくなるどころか拡散する、平和憲法を生かした外交努力こそ日本の責務」などと訴えました。
マイクを握った建交労の飯田彰吾さん（27）は「福祉も医療も削る一方なのに、米軍には 600億円もの給油など、許されない。憲法を無視したやり方に国民はもっと怒っていいと思う」と訴えました。訴えを聞いた市民は、「同感です、がんばって」と声をかけ、 手をふって応える人の姿も見られました。参加者からは、「憲法を無視する動きに対しては、ただちに声を上げることが大事」と の声が聞かれました。 

◆和歌山高教組―憲法を軸に「職場9条の会」

憲法改悪の策動が強まるなか、和高教では憲法問題を軸に据えたとりくみをすすめています。「職場９条の会」は、これまで10の職場（和高教全体の約２割の分会）で結成され、活動内容はさまざまですが、昼食会とセットにした学習会の開催、ニュースの発行、平和研修ツアー、キーフォルダーの作成など工夫をこらしたとりくみが行われています。

10月に開催した高校教研でも憲法を軸にした催しを企画し、全体会では教職員有志による構成劇『学校・職場に憲法を！』を上演しました。「授業時間」・「愛国心」・「書き替え」・「学校・職場に憲法を」の四話からなる短い劇でしたが、教育基本法の改悪、「新たな職」の設置、教員免許更新制などの問題も含め、「戦争する国」づくり、「職場9条の会」、県民過半数署名等々の情勢にユーモアを加えたもので、参加者にも好評でした。

毎月９日にはJR和歌山駅前を中心にビラ配布、署名活動、宣伝カーにのぼりを立てての宣伝等のとりくみを行っています。憲法９条改悪に反対する署名は、和高教でこれまで5500筆以上を集約していますが、2007年度は秋季闘争方針として県民過半数署名のとりくみを提起し、組合員１人30筆を目標に掲げています。また、県下各地域での署名集約行動には各支部役員のほか、分会からの参加も徐々に増えています。

今後も憲法改悪の策動に対する問題意識を沈静化させることなく、常にとりくみの軸に据える構えです。県民過半数署名のとりくみでは積極的に地域に入っていくこと、結集する人の輪を広げることをめざします。また、「職場９条の会」がさらに多くの職場で結成されること、とりわけ、未来を担う青年層に憲法問題の重要性を伝え、浸透させることを追求します。

　短信･ホットライン　　
■　憲法改悪反対共同センターHP　―共有・共同・協力―
①当共同センターのホームページのバナー(子どもの顔)を各団体・個人のホームページのトップ画面に張り付けてください。
②団体・個人のホームページの「リンク集」に登録してください。
③各団体・個人のパソコンの「お気に入り」に登録し、即座にアクセスできる状態にしてください。「ださい。
④各地・各団体の取り組み(計画・結果で公開可能なもの)を「各地の取り組み･･･最新情報」に添付するなり、メールで送ってください。

⑤「お知らせ」、「共同センターニュース」、「憲法をめぐる動き」の項目は随時更新します。お知り合いの方に共同センターのホームページを紹介してください。
○◎●憲法改悪反対共同センターホームページアドレス●◎○
　http://www.kyodo-center.jp/index.htm







































